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研究成果の概要（和文）：本研究では、日本と中国における伝統的な木造建築に関する歴史的な用語の比較を通
して、東アジアにおける建築文化の特質を見出す研究手法の創生を目指した。
本研究における成果として、両国の木造建築において構造的に重要な役割を担った「貫材」に関する論考をまと
めた。両国における「貫材」をあらわす用語を整理することで、その時代的な変遷を明らかにした。さらにその
作業から得た問題意識を現存する建物にフィードバックすることで、その具体相を知り得た。

研究成果の概要（英文）：In this study, we aimed to create a research method to find out the 
characteristics of architectural culture in East Asia by comparing historical terms about 
traditional wooden buildings in Japan and China.
As a result of this research, I have put together a discussion of "Nuki", which played a 
structurally important role in wooden construction in both countries. By making use of the term for
 "Nuki" in Japan and China, we clarified its historical transition. Furthermore, I could know the 
specific phase by feeding back the problem equation obtained from the work to the existing building.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本課題においては、木造建築の主体構造部に関する用語の整理を通して、両国における貫材の特質を見出すこと
ができた。さらにこれを現存する遺構にフィードバックすることで、新しい研究の糸口をつかむことができた。
本課題で得られた手法は、主体構造部のみならず、組物、屋根、基礎、彩色、塗装、金具など、建築を構成する
あらゆる要素に適応することで、新たな成果を得ることができるだろう。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
東アジア木造建築史の基盤構築  社会的に東アジアの交流が活発となり、歴史学研究におい

ても東アジアの視点の重要性が謳われ、建築史学の分野においても、木造建築文化をともに持

つ、日本と中国に関する比較研究が積み重ねられてきている。代表者・分担者もこれまで両国

に共通する寺院建築の比較研究を通して、建築を社会的な側面から捉え、また木造建築の架構

の比較研究を通して、建築の構造的な発展とその相互関係を捉えてきた。本研究は、これらと

並行しながら、建築用語の展開という視点から、包括的に木造建築史を見直す試みである。 

着想に至った経緯  代表者・分担者は、中国建築史を日本語で記述する困難さ、日本建築史

を中国語で記述する困難さを経験しながら、日本および中国の研究成果を互いに共有するため

の活動も積み重ねており、比較研究のための環境が未整備であることも痛感してきた。 

本研究の学術的背景  近年、日本・中国両国では、『日本建築辞彙〔新訂〕』（中央公論美術出版、

2011 年）、『《営造法式》辞解』（天津大学出版社、2010 年）、『中国古建築名詞図解辞典』（山西科学技術

出版社、2011 年）など、古建築に関連する用語の良質な辞書の刊行が相次いだ。本研究は、これ

ら先学の蓄積を絶好の機会と捉え、用語の比較研究をおこなうことで、建築の社会的な側面と

構造的な側面を関連付けながら、両者を位置づける挑戦的な試みであり、東アジア木造建築史

を紡ぐための基盤を構築することとなる。 
 
２．研究の目的 
本研究は、日本と中国における伝統的な木造建築に関する歴史的な用語の比較を通して、東

アジアにおける建築文化の共通性、両国の建築の発展の特質を見出そうとする方法論の創生を

目指すものである。 
 
３．研究の方法 
両国の古建築用語の相互訳をおこなうことで、共通点および各国の特質を見出し、さらに英

語訳をおこなうことで、用語持つ意味を客観的に評価する。さらに、翻訳を通じた問題意識の

形成・蓄積を通じて、論点を抽出した。 

 研究の最も基礎的な作業として、各国の用語を整理した。対象は、造建築の「A 主体構造部

分（中国の大木作）」各約 700 語と「B 細部意匠部分（中国の小木作など）」各約 300 語であ

る。本作業において主に参照したのは、近年刊行された、以下の文献である。 

日本建築：『日本建築辞彙〔新刊〕』、『建築大辞典第 2 版』（彰国社、1993 年）。 

中国建築：『《営造法式》辞解』、『中国古建築名詞図解辞典』。 



４．研究成果 

両国の木造建築において構造的に重要な役割を担った「貫材」に関する論考をまとめた。中

国と日本における「貫材」をあらわす用語を整理することで、その時代的な変遷を明らかにし

た。さらにその作業から得た問題式を現存する建物にフィードバックすることで、「繋貫」の出

現と変遷の具体相を知り得た。研究手法としての妥当性を証明する点においても重要な成果で

ある。 

 

図１ 中国北宋代における繋貫  
図２ 中国清代における繋貫 

 
図３ 日本室町時代における繋貫 

 

 
図４ 日本江戸時代における繋貫 
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